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第３回小金井市保育計画策定委員会会議 会議録 

令和元年5月22日 

 

 

開 会 

○米原委員長   ただいまから第三回小金井市保育計画策定委員会を開会致します。お手元の

議題に沿って進めていきます。 

 はじめに議題(1)会議録の確定を行います。前回会議録に関しましては事前に

皆様に事務局からお送りして構成をお願い致しましたので、期限までに訂正等

の申し出等があった分に関しましては訂正を反映したものが置かれているので、

こちらを持って確定をさせていただければと思いますが、いかがでしょうか？ 

 それではご意義ございませんので、これで前回会議録を確定致します。 

 次に議事の二番目、「小金井の保育の目指すもの、大切にしたいこと」につ

いて、でございます。こちら前回会議からの引継ぎの議題です。今回何点か追

加で資料が用意されておりますので、事務局から説明をお願い致します。 

○保育政策担当課長 前回会議で委員よりご要望のあったものと、議論の中で参考にしていただ

ければと事務局でご用意させていただいた資料がございます。まず資料１１、

こちらは今回策定いただく（仮称）小金井市保育計画、こちらは保育の質のガ

イドラインと、今後の施策の方向性の二点、二つをまとめて呼ばせていただい

ておりますが、（仮称）保育計画の位置づけなどについて、のびゆく子どもプ

ランや小金井市子どもの権利に関する条例等の市の条例や国の法令等などの部

分の関係について示させていただいたイメージ図でございます。 

 資料の１２、１３につきましては、前回の会議の中で議論を進める中で委員

の皆さんの中で共有したいとご要望いただいた資料でございます。資料１２に

つきましては、子どもの権利条約、１３は本市の子どもの権利に関する条例の

説明資料となっています。 

 資料１４は本市の権利条例の制定の経緯がわかるものとして、平成３０年度

に市議会の厚生文教委員会において資料とさせていただいたものをご用意致し

ましたのでご覧ください。 

 最後に資料１５、一回目二回目の会議の中で、今回の議事に関連すると考え

られる委員のご発言を抜粋してまとめたものをご用意致しました。資料の説明

は以上です。 

○米原委員長   議題(2)、「小金井の保育の目指すもの、大切にしたいこと」について、これ

までの資料も参考にしつつ、意見交換を行えればと思います。議題を進めるに

あたり、委員の皆さんからなるべく多くの意見を出していただくために、今回

は会議の進め方を少し変えさせていただきます。事務局より説明をお願い致し

ます。 

○保育政策担当課長 進め方として、グループワークを挟ませていただきます。「小金井の保育

の目指すもの、大切にしたいこと」というテーマは大変大きなテーマですの

で、委員の皆様１３人全員が一堂に会してご発言をいただきながら進めていく

には少々大人数でありまして、一つのご発言・ご意見から議論や検討をつなげ

ていくことが、この間の会議でもなかなか難しい印象です。また委員の方々も
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それぞれの知識や様々なお立場もおありですので、お出しいただく意見もさま

ざまかなと思います。限られた時間の中で十分な議論や意見交換を行っていく

ことは、１３人同時はなかなか難しいというところから、今回においてはこの

ような手法を取り入れたいというものです。具体的な進め方としましては、今

日１２人いらっしゃいますので、３つのグループに分けさせていただいて、そ

の中で本日のこの議題のテーマについても意見交換等を行いながら、各委員が

思う小金井の保育の目指すもの、大切にしたいことについてキーワードを出し

ていただきながらグループごとにまとめていっていただきたいというようなも

のでございます。進め方の詳細については、実際行っていく中で都度事務局よ

りアナウンスをさせていただきますので、今回のご提案内容の説明としては以

上となります。よろしくお願い致します。 

○米原委員長   ただいま事務局からグループワークで、ご意見を出していただこうという形

で進行させていただく旨ご説明させていただきましたが、ご異議ございません

か？はい、ありがとうございます。それではそのように進めさせていただきま

す。グループ分けなのですが、事務局なりの仕掛をご用意いただいているの

で、説明をお願い致します。 

○保育政策担当課長 グループ分けですが、先ほどご説明したように３つのグループに分けさせ

ていただきます。立場の異なる委員の方がなるべく固まらないようにというこ

とから、４人のグループになりますが、学識の方がお一人、園長の方がお一

人、保護者または市民公募の方がお二人、という４人で一グループとさせてい

ただきます。これについてはクジを用意しましたので、クジを引いてグループ

を決めさせていただきます。 

○米原委員長   机を三つに固めさせていただいて、そこでグループワークを開始していただ

きます。 

～グループワーク～ 

○保育政策担当課長 それではＡグループから発表をお願い致します。だいたい２～３分くらい

でお願い致します。 

○Ａグループ   それではＡグループは進行長澤さん、記録飯塚さん、タイムキーパー真木さ

ん、発表は米原で役割分担しました。他のグループに比べ沢山キーワードが出

たのですが、見ていくと小金井らしさを追求する時に「つながる」ということ

がキーワードとなりました。それが子どもの権利を守るだとか、のびのび育て

るということもそうですが、ベースに親同士の関係や保育園同士の関係、小学

校、学童の関係、園同士だけではなく、親が今色々な保育園とつながれるよう

なものがあるといいよねと。もちろん小金井公園、武蔵野公園があって、そこ

に行って親同士家族がつながるという可能性があるよね、と。そういったつな

がりがあると、結果的に保護者支援につながるし、ひとり親、外国籍の親子の

支援や、世代間交流にもつながっていくのではないかなと分類をしました。 

○保育政策担当課長 ありがとうございました。続きましてＢグループお願い致します。 

○Ｂグループ   茂森です。Ｂグループでは小金井市の保育の目指すもの、これはというもの

を話しました。小金井市はとにかく自然環境がいいので、環境を生かした保育
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ができるのではないかということです。野川や小金井公園、それから大学にも

恵まれていて、お散歩コースなどもいっぱいあって、外に出かけられるのでは

と。小金井市はとても小さい街なので、ガイドラインにお散歩マップ等つけ

て、世田谷とかは書けないと思うんですよ、小金井ならでは、狭いからこそ細

かい情報を伝えられるのではないかと思うのです。自然が多いことから地元の

お野菜がいっぱいあるので、安全な小金井産のお野菜を食べてもらいたいなと

いうことがありました。あと、自己肯定感を大事にできる保育をしていきた

い、育みたいということで、そのためには、保育園側、保護者、地域の方々が

子どもを温かく見守って、大切にしていけば、子どもも自分の肯定感を大切に

していけるのではないかということです。色々な保育ができる土壌を今後も大

切にしていきたいと思います。子どもにとって、保育園が好きな居場所になれ

るようにしていきたいと思いまして、市長が宣言しております、子育て環境日

本一を皆で目標にして頑張っていきましょうという話し合いでした。 

○保育政策担当課長 最後Ｃグループお願い致します。 

○Ｃグループ   Ｃグループは沢山アイディアを出していこうということで、フリートークを

しながら聞こえてきたことを、保育の理念、子どもの遊びと生活、保護者、園

の運営・市の取組、というふうに分類をしました。理念のところでは、これま

で会議でも出てきたように、すべての園とすべての子どもを対象にして、子ど

もの幸福と権利の保障、そして子どもの最善の利益というものを大事にという

ところが出てきました。また、子ども自主性を尊重できる保育を、ということ

を理念として話し合ってきています。 

 続いて、子どもの遊びと生活については、基本的なところとしては、夢中に

なる経験や楽しめて色々な体験ができるというような、遊びの中で、好奇心と

自主性をはぐくんでいく、もう少し具体的な話になっていくと、子ども同士の

多様な関係作り、障がいをもったお子さんも外国籍のお子さんも異年齢のお子

さんもということを、保育の中でということがあったのですが、あとは自分の

思いを伝える経験だとか、本当の音を聴きながらアートに触れていく、そうい

ったものも、自園でやるだけではなくて、色々な園とつながる中で経験ができ

るような音やリズムの経験を豊にすることですとか、遊びや興味の中でそうい

った学びを大事にしていくと良いのではという話が、特に遊びの中で出まし

た。 

 また、生活の所では安心、安全。とにかく命を守っていくこととか、子ども

が安心できる環境、そして食事をおいしく食べるだとか、心身のケアにふさわ

しい環境、それを家庭の状況に応じて、というようなところが出てきていま

す。そして、保護者については親が親として豊かな経験を保育を通して出来る

ということと、あと、先生達が保護者への細やかな気配り、保護者を受け止め

る事、そして信頼関係を作っていくということを大切にしてもらえたらという

話です。 

 最後に、園の運営、市の取組としては、子どもを預かる施設が、様々なこと

を共有できる幼保小の連携というものにしっかり取り組めていけるように、他

機関の幼保小だけではなく、課題を抱えていらっしゃる親御さんを助けるため

に、様々な機関との連携が実現できるように、さらに地域との、多世代との交

流ですとかが実現できるような、連携というものをとにかく作っていってほし

いということと、あとは、子どもを預かる施設としての災害時の対応ですと
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か、セキュリティの問題ですとか、そういった事を保育関係みんなでしっかり

取り組んでいけるようにということと、あとは施設の声を自治体が吸い上げ

て、実際的な改善をしていけるような仕組みがあるといいのではないか、です

とか、先生の目が行き届く保育ということを大事にしてほしいという話し合い

になりました。 

○米原委員長   ありがとうございました。ここまで皆さんで話し合いをしていただいて発表

いただいたところでございます。まだまだ意見を出し切れない部分もあったの

かもしれませんが、今日のところは各グループでの発表の形になったかなと思

っております。この後、また議論を重ねていっていただきますが、会場の関係

もございまして、ここで１０分ほど休憩の時間をとらせていただきます。 

～休憩～ 

○保育政策担当課長 それでは事務局の方から議題の今後について説明させていただきます。今

回出していただいたご意見ですが、多岐に渡っている部分もありますし、これ

についてまた引き続き皆様にご協議をいただきたいと思っているところです

が、それにあたりましては事務局の方で次回に向けて資料として整理をさせて

いただいた上で引き続き議論していただければと今回は思っております。つき

ましては、本日の議題(2)「小金井の保育の目指すもの、大切にしたいこと」

につきましては、本日の議題としてはこの程度とさせていただき、次回に向け

ての資料作成を進めていきたいというのが事務局の意見でございますので、そ

の旨よろしくお願い致します。 

○米原委員長   それでは次に保育の質のガイドラインイメージについて、事務局から資料の 

説明をお願い致します。 

○保育政策担当課長 議題(3)に入りまして、資料の説明を致します。こちらの方で今回ご説明し

たい資料につきましては、第一回目の会議におきまして配布しております他の

４自治体における質のガイドラインです。それから前回の会議で利用した資料

１０の他自治体におけるガイドラインを一表にまとめたものがございます。本

日としましては、前回委員よりご依頼がありました世田谷区の保護者向けのガ

イドライン。こちらも資料としてご用意させていただきました。委員の皆様に

はガイドラインに関しての協議ということになりますが、今回お願いしたい部

分に関しては、資料の１０を開いていただけますでしょうか。第二回目の資料

の１０でございます。資料１０には市の方で一回目の時にお配りしました４自

治体のガイドラインの構成についてまとめたものです。表としましては、市区

からはじまりまして５つに分けさせていただいていますが、上から三段目の理

念・視点・方針などの、ここについての部分が、先ほどまで皆さんの方にご意

見を出していただいております、「小金井の保育の目指すもの、大切にしたい

こと」のテーマに当たることになります。今回(3)の議題におきましては、そ

の下にある目次にあたる全体構成の部分について、今後の進め方についてご意

見をいただきたい、というのが今回の議題となります。事務局といたしまして

は、こちらの項目については基本的に国の保育所保育指針などを基に各自治体

とも策定されているというところが、散見されるところでして、こちらについ

ての項目一つ一つについて、これからこの会議の中でご検討していただくこと

になると思いますが、一から全てというのはなかなか難しいと感じております

ので、事務局の今後の進め方の案としましては、これら先進自治体のガイドラ

イン等を参考としてたたき台をご準備させていただいて、その中から小金井の

部分のエッセンスを加除していただくなどしていきながら作成していきたいと

思います。まずは(3)の議題の中でご意見含めてご議論いただければと思いま
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すのでよろしくお願い致します。 

○米原委員長   今の説明ではガイドラインを０からこのメンバーで作り上げていくというの

は時間が必要になってしまうので、限られた時間の中で形にしていくには、ま

ずはたたき台として、それをどこまで変えていくというのは我々の役割だと思

うのですが、事務局がたたき台を用意するという提案で、そのたたき台にする

のが、これまで配置された自治体のガイドラインを、これらを参考にしてたた

き台を作ると。各資料を見ていくと、その構成は、国の保育のガイドラインで

ある保育所保育指針に載っているから、小金井市も同じようにやっていくのは

どうかということだったと思います。それについてまず皆さんからご意見をい

ただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 まずは事務局がたたき台を作るという点、あとはどのようなガイドラインに

していくかという時に、既に参考資料として配られているものがありますの

で、こういった方向性というのは大事にしたいよねとか参考にしたいよねとい

うのがあればご意見いただきたいと思います。 

○長澤委員    前回この図があるといいなと発言して用意していただいてありがとうござい

ます。たたき台を作ってもらえるということですが、そもそもこの例に出てい

る４市のガイドラインの使い方や活用の仕方というのはこの４市共通している

ものなのですか？その使い方も含めて小金井はそれを同じように使うという前

提で何かたたき台を作られるのか、各自治体のガイドラインも位置づけとか多

分書いてるのであれなんですが、ちゃんと比べていなくて分からなくて、どう

いう使い方を各自治体がしていて、それは全国どこのやつを取ってきても同じ

ようなガイドラインの使い方をしているのか、小金井はどう使うのかってずっ

と話していると思うので、その辺りを教えて下さい。 

○保育政策担当課長 ４自治体の使い方につきましては、必ずしも全て一致するところではあり

ませんが、それぞれの自治体の中で、保育の質を担保するという位置づけもあ

り、このガイドラインに沿った形で各園で保育を行っているということはござ

います。また、例えば世田谷区さんのガイドラインでいきますと、これから新

しくできるような新設園に対しましても、世田谷としてはこういうガイドライ

ンがありますので、これにのっとったような形での保育を行っていただきたい

というふうな形での使い方も行っているというように聞いております。今まさ

に長澤委員の方からもお話いただきました通り、ガイドラインについてどのよ

うな使い方をしていくかもこの会議の中でご議論いただかないといけない項目

であったかなと思っております。そういう意味では各市においての活用の仕方

は大きく差があるとは思っていませんが、各園でこちらを参考にしていただき

ながら、保育の実践に活かしていただいているというのが一般的な使い方だと

思っております。 

米原委員長委員  例えばなのですが、市川市の保育のガイドラインについてというのは、子ども

にかかる、各教育保育施設にかかる全ての人はこのガイドラインを市の保育指

針とし、質の向上を目指している。武蔵野については、認可施設に関わる全ての

職員、保護者が共有し、実践できる仕組みを構築し、共有するということで、保

育の質の向上を目指す。世田谷ですと、子ども中心とした保育の実践と、実践す

るための基本的な指針として、行政や事業者の果たすべき役割、責任と役割を定
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めることはもとより、保護者参加・参画を推進すること。地域の資源を生かしな

がら包括的に支えていくことを構築することにより、保育の質の向上を目指す。 

 事務局からもありましたように、これを基に市全体として保育の質の向上を

目指すというのが、どこも変わらないのですが、武蔵野は認可施設という限定

もありますし、対象が保護者も巻き込んでいくか、そういったことに関して

は、この中で意見を出していって、じゃあこういうのって保護者が読んだ方が

いいよね、普及した方がいいよねとなったらそうですし、いやもう使い方はこ

うしましょうと方向づけができればと思いますので、まずはこちらの方からご

意見をいただきたい。 

○大越委員    今全くない中で、こういうものを作ろうとしていて、先ほど平岡さんからご

説明いただいた、新設園へこれが適用されるのは分かるのですが、既存園に対

してどう運用されるかまだピンときていないところが正直ありまして、世田谷

や武蔵野の近い所でもいいのですが、取り入れているところ、作った後に運用

されているところを見学して皆で共有するという場は作っていただけるのでし

ょうか？まだピンときていないのが現状です。 

○保育政策担当課長 各自治体の取り組み状況というところでの視察というお話もあったかなと

思っております。相手方の受入れ状況もあるのでこの時点でイエス・ノーとお

答えしにくいところですが、私どもでもヒアリングを重ねて、次回どのような

具体的な活用ですとか、浸透するための取組ですとかについてはもう少し詳し

くとってですね、皆さんにフィードバックすることはやっていきたいなと思い

ます。 

 それから世田谷ばかりで恐縮なのですが、作った後の活用の方法として、研

修などを通じてどういうふうに保育園同士で活用していくですとか、そういう

ような取り組みを世田谷の方では行っていると聞いてはいるのですが、もう少

し皆様にきちんとご説明できるような形での情報を取らせていただいて、次回

こちらの方で資料かご説明かで、まずはかえさせていただきたいと思います。 

○大越委員    できれば見学とか、目で見た方が、百聞は一見にしかずではないですが、そ

ういう機会が一回でもあるとより明確になるのかなと思いますのでご検討いた

だければと思います。 

○保育政策担当課長 相手のあることですので、ご要望として承って、先方含めてご相談させて

いただきたいと思います。 

○米原委員長   大事な視点だと思いまして、ガイドラインは作ろうと思えば作れるのです

が、それをどう活かして行くのかっていうのを踏み込んで、ガイドラインの中

に入っていくっていうこと。どこまで踏み込みたいかっていうのはぜひ意見を

出し合っていただきたいですし、保育園の先生方は、実はそこまでやられると

現場としてはなかなか難しいんだという現実的なお話ももちろん出していただ

いて、理想と出来ることっていうのをすり合わせて行きたいと思いますので、

いかがでしょうか。 

○茂森委員    保育士、とくに担任を持っている保育士は保育所保育指針を入念に読んで計

画を立てて保育に入るのですが、保育補助の中にたくさん無資格の方がいらっ

しゃいます。そういう方は保育士が計画を立てているのも、反省を行っている

のも知らなかったり、保育指針自体も知らなかったり、こちらも保育指針を読

んでくださいとは言わないんですね。なので、もしこういうガイドラインがあ
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れば無資格の方にお配りして、出来れば保育園も一つの方向に向かってよりよ

い保育ができるのではないかと思います。 

○長澤委員     世田谷のガイドラインですが、これを策定する前にそもそも世田谷区の保育

理念と保育方針というのはきちんとベースとしてあって、それがあった後にガ

イドラインを作ったと聞いているんですね。理念と方針というのがベースでし

っかりあったけれども、新規で参入してくる企業だったりとかは、その理念と

方針だけで具体的なものが分からないというのがあったので、そこも伝わるよ

うにガイドラインを作った。理念ってやっぱり概念なので、それをより具体的

にするというのはもちろん制度や法律ってどんどんどんどんしてくると思う

のですが、もう少しわかりやすくっていう部分でガイドラインの位置づけがそ

こにあるみたいなんですね。小金井において保育の理念とか保育方針って、し

っかりしたベースのものがあるのかどうかっていう、のびゆく子どもプランの

基本理念は前回資料でいただいていますが、そこの理念がベースで、何か方針

があって、その下にそういう具体化したガイドラインを作るのかっていう、そ

の上がないと多分作れないんじゃないかと感覚的に私は思っているのですが、

いただいた資料１１の中に何か理念はここなんです、方針はここなんですとあ

るものがあれば教えていただきたいなと思うのですが。 

○保育政策担当課長 現在の状態というところでお答えさせていただきます。今、長澤委員がおっ

しゃっていただいた通り、子育て全体の理念、方針というのは一点お配りしまし

た「のびゆく子どもプラン小金井」における理念、保育以外も含めた子育て部分

の理念ということになります。ですので、保育の理念もそこに含まれているとい

うのが、今の小金井市の現状ということになっていまして、例えば世田谷区さん

のように保育に特化した市としての理念というのは、小金井としては位置づけ

というものはございません。その一方で元々国の制度の中で各園が保育理念と

いうものを持って、保育を行っていくという考えがありますので、園ごとに理念

というのは国の保育所保育指針または児童福祉法などの考え方の中で、その理

念を基に保育を行っているということはあります。今回ガイドラインなどを策

定いただくにあたりまして、この議題の前の議題のところで、皆様の方にご意見

を出していただいています、小金井の保育の目指すもの、大切にしたいこととい

うこのキーワードの中で、市としての保育の理念に相当するものを定めていき

たいというふうに私どもとしては考えておりますので、そのような形に今後は

なっていくということで、現時点では今回お渡しした資料１１にありますが、保

育に特化した市の理念というのは今はないという状態になります。 

○福元委員    今事務局のご説明で、先進的な自治体のガイドラインを参考にしながら原案

を作って下さいというお話でしたが、前回の意見提案シート、今日机上に配布

されたものもを拝見しますと、公立保育園協議会から出された保育実践のまと

めで、小金井の公立保育という資料ではないかと思いますが、こうしたこれま

での小金井市の保育の取組をまとめたものを参考に書いてはいかがかと思いま

すが、小金井が市の中で培われてきた保育をベースにしながら原案を考えてい

くというのも、プロセスとしては大切ではないかなと感じています。 

○井戸下委員   今の先生のお話にもあったのですが、賛成で、先ほどから世田谷区の話ばか

りで申し訳ないのですが、世田谷区さんがガイドライン作ったというのはすご

い短い期間で作られたということだったのですが、巡回相談ということで、今

まで現場で積み上げてきたものが、資料にたくさんあって、それを基にたたき

台としてガイドラインを作られたという話を聞いているので、今おっしゃって

いたように、小金井の公立の保育園ですけれども、保育実践のまとめというも
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のがすでにあるのであれば、実際に小金井市で行われてきた保育というのを、

他市を参考にするよりは、小金井で行われてきたものをたたき台に使ったほう

がいいのではないかという気がします。 

○真木委員    小金井市の子ども子育て支援に関するニーズ調査を拝見すると、とても細か

く色々なニーズが挙げられていて、全く保育に特化した市の理念はないとおっ

しゃっておりましたが、こういうものって有効活用しないのかなって、今まで

あるものが全て隣へ置いておいて新たに作るんじゃなくて、こういうこの大事

な、かなり年数かけて作ったと思うのですが、こういう物とか、それこそ公立

の保育園の色々な実績みたいなものも参考にしながら、公立だけに限らず私

立・認証もそうですが、色々すべてを含めて、今まであるものも採用しなが

ら、それに上乗せして追加していくという形にした方がいいかと思います。 

 先ほどのポストイットからの感想も含め、色々ありますが、もっと的をしぼ

っての課題の方が、的が絞れたのかなと思いながら、もったいない時間だった

のかなと思いつつ、でもこれもいいのかなと思いつつ頭の中で試行錯誤してお

りますけれども、そんな感じです。 

○八下田委員    話戻ってしまうのですが、ガイドラインの活用の仕方について、先ほど茂

森先生から無資格の補助の方にお配りしたいとお話がありましたが、私たち保

護者達も小金井の保育に興味があってこういう場に来ている方、でない方もや

っぱりいらして、こども預けてそれで終わりで、父母会活動も全く興味がない

方もいらっしゃるので、ぜひ保護者の方にもお配りいただいて、小金井ってこ

ういう事を大事にしてやっているんだよとか、こういうガイドラインを作って

日々保育者も研鑽しているんだよっていうことを知ってもらうために、ぜひ多

くの保護者にお配りしてほしいなと感じております。 

○飯塚委員    ガイドラインの活用という話になってしまうのですが、やっぱりどこを向いて

いるものなのか、誰に向けてのものなのかというところをしっかりさせておい

た方がいいような気がしていて、他市のガイドラインを見ていて、武蔵野市の

養育困難ケースの対応というところにすごくひっかかってしまったのですが、

この内容を見ると、確かに本当に当たり前の事を言っていて、園としてはこう

やって、やっているんだろうなと思うのですが、実際に保護者が、例えば養育

困難ケースの家庭の方が目をした時に、これで園に支えられていると思えるの

かどうか。私はあまり思えないんじゃないかと思ったんですね。なので、この

ガイドラインが実際どう活用されているのか分かりませんが、おそらく保護者

に向けてというよりは、園としての指針としてのガイドラインとして使われて

いるんだろうなと私は受け止めたんです。それを、園の指針として使うのがメ

インなのか、それとももっと全体に向けて、園と保護者と全体として、子ども

がよりよく生きるためにどうしていくかって考えるためのものなのかって、そ

こをはっきりさせておかないと、たたき台を作るにしてもちょっと違ってきて

しまうのかなと思ったので、そこは一点たたき台作る前にはっきりさせていた

だきたいなと思います。 

○米原委員長   皆さんはどうお考えですか？飯塚さんから、どういったものが望ましいか、

どういったものを作りたいか。 

○飯塚委員    ここまでの色々な議論を踏まえると、園だけではなくて、保護者も見て、園

でこういうふうにやっているんだと理解につながるし、もっと開かれたという

か、そういったものであった方がいいなと私自身は思っています。今までの議
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論の流れを踏まえても皆さんそう思っているのではないかなというのが私の意

見です。 

○竹澤委員    先ほどのグループワークの所でも出てきたのですが、遊びを中心に子どもが

伸び伸びという園の教育方針で、どろんこ遊びをしていると、保護者の中には

やっぱり嫌な顔をするという保護者がいると聞いたのですが、小金井はどうい

う保育を目指していくかというのを、保護者と共有して、同じ理念というか思

いをもって、子どもを保護者と園側、そして市、同じ思いで育てていくという

のが大切だと思うので、園側、そして保護者に向けたガイドラインにするのが

いいのではないかなと思います。 

○南雲委員    ただただ忙しいから預かってくれればそれでいいと思っている人もたくさん

いらっしゃると思いますが、私たちのお子さんへの思い、保護者の方への思い

というのは、こういうのがベースで伝わりやすくなるのかなと思います。保育

園の中で懇親会・懇談会やっていく中で、意見をおっしゃられない方っていう

のは沢山いらっしゃって、園の中の保育士と保護者だから、意見交換がなかな

か難しい部分もあると思いますので、こういう場はとても大事ですし、こうい

うベースがあると、ある程度こういう事やってるんだ、じゃあこういう事やっ

てみようかなというきっかけにもなると思います。 

○井戸下委員   保護者の方にも分かりやすく、保育者も分かりやすくというものを目指すと

なると、あまり具体的なことは書けなくなるというか、抽象的な表現になるの

ではないかなという気がします。さっき飯塚さんもおっしゃったように、武蔵

野市や世田谷区のようにチェックリストがあるようところは園向けに書いてい

ますよね。それとは別に保護者の方向けに冊子を作っていると思うのですが、

両方の方に分かりやすくとなると、やはりぼやっとした物になってしまうのか

なという懸念はあるのですが、その辺はどうでしょうか？ 

○長澤委員    この４市はパッと見た感じ、基本保育所保育指針を基にしているので、保育

士の方、あるいは事業者の方が読まれるんだろうなと思います。世田谷は多分

こっちの漫画にしている方が保護者向けだと思うんですね。これは保護者が読

んですごく分かりやすいです。世田谷がどういう保育をするかというものを伝

えるにはこちらを使っていると思うんですね。ガイドラインのこちらの方はや

はり各保育園が、公立だろうが民間だろうが同じ方向でその自治体の保育をで

きるように作られた物だと思うんですね。保護者に向けてこれを丸々出すかっ

ていうと、多分この状態では違うんじゃないかなと思っているのですが、これ

を読んだ保育士が保護者に説明出来る内容は同じでなければならないと思うん

ですね。それが徹底出来るかだと思うんです。なので、これを作って各園の保

育士が読みます、資格のある方もない方も読みます。そしてどの先生と同じ話

をしても小金井の保育の向かっている方向が保護者に分かる。納得して子ども

を預ける事ができる。そういうために使える物にしてほしいと思っています。

私の友人が世田谷に住んでいて、両親二人ともフルタイムで点数的には満点な

のですが、世田谷で満点でも、認可保育園で難しいらしいんですね。理由とし

ては世田谷の人口がすごく多くて、満点の点数よりも上回るひとり親家庭だっ

たり障がい児だったり優先させるべき人の人口も多くなるので、0歳はそこの

人たちで埋まってしまう。実際大手企業でフルタイムで働いている両親です

が、認可外になってしまったんですね。でもそのご家庭は認可外でも世田谷の
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保育はすごく質がいいから納得して入っているんです。入園前の保活の色々な

情報を得た段階で認可でも認可じゃなくてもいい保育が受けられると情報とし

て知っていて、認可に入れなかったから駄目だじゃなくて、認可外でもうちの

子はちゃんと育ててもらえる・保育してもらえるという風に入園しているの

で、そこまでその保護者に対して保育園に入る前に園側だったり行政が説明で

きている。それってこれがあるからだと思うんですね。納得して入っているん

ですね。そうすると待機児童だとか色々な問題はあるんですけれどもどのご家

庭も、どの保育園に行っても大丈夫と思える、子育てを安心して出来る街にな

ると思うので、別の物を作るかどうかはあれですけれども、活用の仕方は最終

的に先生方から説明を受けて納得が出来るような物であればいいなと思いま

す。 

○米原委員長    形はどうあれ、保育園がやっている事をきちんと保護者に説明が出来て、保

護者はそれを分かった上で運用してるし、もし何かと思ったらこれを頼りに一

緒に良くしていきましょうよというような話が出来るという物にしていく、と

いうことでは、ここでは共有できていると思いますので、その方向で進めてい

きたいと思います。 

 時間も差し迫ってきましたが、今ご意見あったものを生かして、とりあえずは

目に見える形で進めていきたいと思いますがよろしいでしょうか？はい、あり

がとうございます。それでは、今回ではいったんガイドラインのイメージについ

てを終了します。 

 (4)その他をお願い致します。 

○保育政策担当課長 その他の所でございます。まず前回の会議でご説明したアンケートの状況で

すが、現時点では回収状況のみご報告ということでご了承願いたいと思います。 

 アンケートは２６３件お願いしておりまして１５７件、回収率として５９．

７％という状況です。現在こちらについては集計作業に入っており、今後の会

議の中で結果をお出しするということで進めていっているところですので、よ

ろしくお願い致します。アンケートについては以上です。 

○米原委員長   これ以外に委員の皆さんから次回の会議に向けて資料依頼等何かありますで

しょうか？ 

○八下田委員     先ほど意見提案シートの中の保育実践のまとめの話が出たのですが、こ

れを次回提示いただく方がいいのかなと思います。 

○米原委員長   公立保育園運営協会が出した保育実践のまとめというものが、私も知らなか

ったですが、今この書いてある通りに読ませていただきましたが、それは我々

が共有して良いものでしたらぜひ出していただきたいと言う事ですが、皆さん

も深くうなずいていらっしゃいますので、お願い致します。どれ位のボリュー

ムなのですか？ 

○保育政策担当課長 現時点でこちらの方で公立保育園の保育実践の内容についてまとめた公立

保育園の保育内容というものがございますので、多分そちらを指しているのか

なと思います。それ以前に一度取りまとめた物があったのですが、それ以降ブ

ラッシュアップして作り直した物があるので、こちらなのかなと思っています

ので、こちらであればご用意出来るかなと思っております。 

○福元委員    すべての公立保育園が対象になりますか？ 

○保育政策担当課長 はい、そうです。 
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○米原委員長   他はいかがでしょうか？ 

○長澤委員    子どもの権利に関する条例とか、せっかく今日資料があるのは、どう使うの

でしょうか？ 

○保育政策担当課長 今回お配りした権利条約・条例につきましては、この間の皆様のお話の中

で、小金井市には子どもの権利条例がまずありますよと。子どもの事を考える

上でとても大切なものでありまして、委員の方からも共有含めてご要求があり

ましたので、配らせていただいたものです。内容としては保育だけではなくて

子ども全般にかかる部分になりますので、内容的に多岐に渡りますので、詳細

なご説明しなかったのですが、保育を考える部分でのバックグラウンドとして

も重要な資料ですので、そういう部分でお読みいただければと思います。 

○米原委員長   今日グループワークという形を取ってみましたけど、長汐さんから何か感想

はありますか。 

○長汐副委員長  なかなか皆さんいっぱい思いがあっても、今までの二回の会議の中で出し切

れてなかったなというふうに思って。少人数になった時にやはり色々なご意見

が聞けてすごく有意義だったなと。ただまだまだ話し合いが十分に少人数の中

で出来てなくて、もっといっぱいあったんだと思います。先ほど先生からもご

指摘あって、これよりももっともっといっぱいあったと思うのですが、時間の

制約がある中で、あれもこれもと思いながら出せなかった残念さがあると思う

ので、それは後から追加の形でお出しいただければいいのかなと。私自身も資

料の読み込みとかが不十分でしたし、こういう物に落とし込むというのが十分

出来なかったので、もっともっとあるかなって。もっと本音で議論していかな

いと、いいものが出来ていかないのかなという気はします。こういう形で議論

をするのも一つの方法ですが、少人数の中で、フェイストゥフェイス、顔を突

き合わせながら話していく意義というのはあって、今日はとても良かったんじ

ゃないかなと私は思います。 

○真木委員    次回の会議の運び方なのですが、小金井市の子どもの権利に関する条例なん

てとても素敵な物があるじゃないですか。それとか、先ほど出た公立保育園の

運営協議会の公立保育園の積み重ねて来た内容とか、そういうのも含めなが

ら、質の担保に関わるようなガイドライン作りに前向きに前進していけるとい

いなと。保育所保育指針も10年に一回変わるんですね。子どもを取り巻く環境

が変化したりとか、社会の変化に応じて。なので、今回ガイドラインを作った

ら、またそれを積み重ねて、何もなくなるんじゃなくて、積み重ね積み重ねで

いくと、素敵な街小金井になるんじゃないかなと思います。公立の先生達も次

回ご意見を色々言っていただいて学ばせていただきたいと思います。 

○長汐委員    今日はランダムに出したのですが、少し絞り込みをして、先生おっしゃった

ように、理念の部分で書かれている資料、それを読んで、理念の部分について

もうちょっと語り合いましょうとか、実践の部分についてこういう所が最大の

というか、ガイドラインの中に入れましょうとか、もう少し絞り込みをすると

話しやすいし、ご意見出しやすいのかなと。今後はそういう風な絞り込みをし

ながらターゲットを決めてやっていくのがいいのかなと思います。 

○米原委員長    皆さんからそういうお話が出たのはグループワークをやって、硬さが取れて

きたのかなと思います。時間の事もありますので、今日はここまでにしたいと

思います。 

 今後の日程について事務局からお願い致します。 
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○保育政策担当課長 ７月以降の日程調整です。後日事務局の方で候補日をある程度の期間まと

めた形で委員の皆様にメールで調整をかけさせていただきます。また次回の会

議の日程の確認ですが、６月１２日水曜日午後７時から８０１会議室で開催さ

せていただきますのでよろしくお願い致します。 

〇米原委員長   よろしいでしょうか、以上で本日の会議を終了します、ご協力ありがとうご

ざいました。 

〇全体      ありがとうございました。 

 


